
継続的評価分析支援事業（介護予防関連事業の効果を検証  

するための情報収集関係）の調査票に係る記入要領（案）  

担 口腔機能の向上を図るための介護予防プログラムの内容等  

の参考資料  

参考資料1 様式例1  

（口腔機能向上加井等に関する事務処理手順例および様式例の提示について、  

厚生労働省老健局老人保健課長通知、平成18年老老発第0331008号）   

参考資料2 様式例2－Ⅰ  

（口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例および様式例の提示について、  

厚生労働省老健局老人保健課長通知、平成18年老老発第0331008号）   

参考資料3 様式例5  

（口腔機能向上加算等に関する事務処理手帳例および様式例の提示について、  

厚生労働省老健局老人保健課長通知、平成18年老老発第0331008号）   

参考資料4 口腔機能の向上マニュアル P85－92  

～高齢者が一生おいしく、楽しく、安全な食生活を営むために－  

（平成18年3月 口腔機能の向上についての研究班）   



l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‘＋●■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾■「‾‾‾‾「  

：口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例および様式例の提示について て  

；（厚生労働省老健局老人保健課長通知、平成18年老老発案0331008号）  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．■＿＿＿＿＿＿＿＿＿】■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．一＿＿．＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿■＿＿．．＿＿＿＿＿＿＿l  

利用開始時・終了時における把握（様式例）  畢覇！姐  

記入者： 

年月日：   年   月  日  

（主治医の意見書が入手できた場合は添付する）  

質問項目   評価項目   

半年前に比べて固いものが食べに  
1はい  2いいえ  基 本  

チ 工  
＜くなりましたか  

ツ ク   
お茶や汁物等でむせることがあり   1はい  

2いいえ   
リ  ますか  1  

ス  
ト  1はい  2 いいえ   

l  

理学的  
視診による口腔内の衛生状態   1良好  2 不良  

検査  23回未満  

※「転記」の欄には、サービス等実施前の基本チェックリスト、生活機能評価の結果を転記する。  

口  食事力t楽しみですか   
1とても楽しみ 2楽しみ  3ふつう  

4楽し＜ない  5全く楽しくない  

1とてもおいしい 2おいしい 3ふつう  
2  食事をおいしく食べていますか     4あまりおいしくない  

5おいし＜ない  

1よく摂れている 2摂れている3ふつう  
官 ロ                                  3  しっかりと食事が摂れていますか  4あまり摂れていない  5摂れていない  

4  お口の健康状態はどうですか   
1よい   2まあよい  3ふつう  

4あまりよ＜ない  5よくない  

口  食事への意欲はありますか   1ある  2あまりない  3ない  

2  食事中や食後のむせ   1ある  2あまりない  3ない  

3  食事中の食べこぼし   1こぼさない  2多少はこぽす 3多量にこぼす  

貴 事  2時々ある  3いつもからむ  

衛  1なし  2少量（1／2未満）3多量（1／2以上）  
生  

等  1ない  2弱い  3強い  

7  吉、歯、入れ歯などの汚れ   1ある  2多少ある  3ない  

今回のサービスなどで好ましい変  1食欲  2会話  3笑顔  
そ  口                      化が認められたもの   4その他（  ）  

の 他                                              2  生活意識の変化   

1前進   2変化なし  3後退  

（  ）  

実施のための利用者の情報   

□なし  □有り  
歯科診療の状況  口1週間に1～2国程度の治療（う臥歯周病、義歯作成などによる治療が中心）  

ロ1～数ヶ月に1回程度のメインテナンス等〔定期健診なども含む）   

口腔機能にかかる   診療所・病院名：   

主治医・主治の歯科医師の凄絶先   電話番号  

特記事項・その他  
（利用者に関する食事のペース、一口の■、手  

の運動機能、食事の姿勢、食異等の情報等）  



l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾1  

：ロ腔機能向上加算等に関する事務処理手順例および様式例の提示について：  
：（厚生労働省老健局老人保健課長通知、平成18年老老発第0331008号）  
■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿→●．＿．＿＿．＿．■＿．．■．■－．＿＿．＿．＿．＿．＿＿．＿．＿＿＿1  

解決すべき課題の把握（様式例）  

参考資料2  

様式例2一Ⅰ  

職種（ロ言語聴覚士・ロ歯科衛生士・口看護職員）  

実施年月日：   年  月  日  

記入者：  

貿問頃日   事前   事後   

視喜引こよる口腔内の衛生状態  1 良好  

理学的 蓋番茶  2 3国夫満  

口  景物残漬   1なし・少呈   2中程度  3多量  

2  看苔   1なし・少量  2中程度  3多妻  

衛  
3  義歯あるいは歯の汚れ   1なし・少量   2中程度  

生  
4  口腔衛生習慣（声訓丁の必要性）  1必要がない   2必要あり  

1（ ）  1（ ）  

口  反復唾液瞭下テスト（RSST） の積算時間  1回目（ ）秒           2回目（ ）秒   
2（ ）  2（ ）  
3（ ）  3（ ）  

2  オーラルディアドコキネシス  ・ ＿・こ  

機  

3  頬の膨らまし（空ぷ＜ぷ＜うがい）  1左石十分可能  2やや十分  

その  口  今回のサービス等の満足度   
1満足  2やや満足  3どちらでもない  

他  4やや不満  5不満   

実施のための利用者の情報  

口なし□有り   口腔内状況   

義歯の状況  口上顎□全部床義歯口部分床義歯   

□下顎□全部床義歯□部分床義歯  

清掃用異や  

黄事環境の状況  

主治の歯科医師又  

は連携する歯科医  

師等からの指示  

特記事項  



l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾【‾【‾【‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「  

■いて皇  
－＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿†＿－■一－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－】  

口腔機能向上サービスのモニタリンク（例）  

参考資料3  

サービス  
提供荊  週・月日  過・月日  週，月日  週・月日  

頭問項目   評†面項自  月 日  月 日  月 日  月 日  月 日  

評価  チエ 7ク   評価i  芸 ブク  …■i■   こ   ・「】i      喜平価  

ロ  食事への意欲はあります か  1あ壱 2市まりない 3ない  
［コ  口   

‖   
□   lロ  

1ある  

［コ  ［コ  2  食事中や食後のむせ   2あまりない  
［］  

3ない  

1こぼさ砥い  

3  食事中の宜べこぼし   2多少はこほす  
3奉tにこほす  

□  ≒ロ  □  
口   

H 1 ‖  □  

4  食事中や食後のタン（痙） のからみ  1ない 2時々ある 3いつもか 

□  【  ⊂】  
らむ  

□   ［］  

1なし  

［コ  
5  食事の■  2少1  

3多t   
□   口  

閲  
‖ l  □  

1ない  

連 職  2i軋1  ロ  ‖  □  ロ  
3強い  

種  
に   

よ  
［コ  □  □   l l  □  

3ない  
る  

モ   ロ  ［コ  
t   ［］  

等  1任し  

リ  入れ歯あるいは歯の汚れ   2少しある  □  ［］  □  
ン  3ある  

ク   1なし  

2  食べかすの残留  2少しある  

3ある  
［コ  □   ‖  ［コ  

1なし  

3  看の汚れ  2少しある  ≒ロ  
□  3ある  

［コ  

4  □や入れ歯の濡摺への声 かけ  一世コ王／J’′11Vl 2必要あり 3不可  

□  ［コ  

1且痩地  
5  サービスヘの参加姿勢   2151つう  

3消極的  
□   毒口  □  

□  ［］  □  

1なし・少■  

食物残渥  2中鳩度  ロ   一口  ‖  ロ  
3多1  
1なし・少1  

2  音容  2中程虞  

3夢■   
‖   ［コ  

［コ  

［コ  

日   
口  口  ［］  

羅 聴 覚  
1必要ガない  

士  2必要あり  □   ロ  ［］  

歯  
3不可  
1必≠がない  

科   ［コ  ［］  ［コ  ロ  ⊆口  
衛  3必要  
生  

弓□  士  
l□  ［コ  

看  

書生 職  
［コ  ロ  □  i口  

1（ ）秒   ‖  1（ ）秒  

員 に よ  
る  

垂   3（ ）秒   3（ ）抄   3（）抄墓   3（ ）秒  
至  パ（ ）回   パ（ ）回   パ（ ）回  

タ  
パ（ ）固         ロ     □  パ（ ）固  E 竪□ ‖  

リ  
力（）因／秒   力（ ）回      力（ ）回   力（ ）国   力（ ）回   力（ ）匝  
1左右十分司舵  

ン ク   2やや十分  
！□  

i□  □  ［コ  

3不十分  

□  □  □  □  ⊆□   

評  価  

計画の変更の必要性  □無 口育  ロ無 口青  □無 口有  □無 口育  ロ緊 口舌   

総合評価  
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平成18年3月 口腔機能の向上についての研究班  
：口腔機能の向上マニュアル～高齢者が一生おいしく、楽しく、安全な食生活を営むために－：            ：  
＿＿＿＿＿＿．－＿■－．＿＿■－＿●－＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿＿＿．－＿．＿＿＿－．－＿＿．＿－＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿∫  

参考資料4  

様式側におけるスクリーニング、アセスメントに関する項日について   

※それぞれの項目の①～④は以下の内容を示す。①概要、②方法、③根拠、④冨意点  

様式例1  

【QOL】  

1食事が楽しみですか  

2食事をおいしく食べていますか  

3しっかりと食事が摂れていますか  

①介護職員等が、1～3の項目について、対象者本人の主観に基づき、5段階の評価による回答を求め   

る。  

②介護職員等が、対象者に対し聞き取り調査を行う。   

対象者からの聞き耳文り調査が匡l難な際は、家族など対象者の状況を把握した毒からの聞き取り調査を   

行う。  

③口腔機能向上プログラムの主目的は、“食”のQOLの維持、向上である。したがって、“食”のQO   

Lを最も反映する場面の一つである食事の状況を通し、“食’’に対する意欲、満足度、日常性などを   
把纏することは、本プログラムの目標設定には不可欠である。また、利用者の口腔状態の主観的な健   

康感（満足感）は、今回の機能向上の教育や動議づけを実施する上での重要な情報である。   

要介護高齢者の日常生活における楽しみの第一位は介護の軽度、重度にかかわらず「食事」であると   

の報告がある。つまり、要介護高齢者の食事への関心事が極めて高いということから、食事への支援   

は高齢者の自立支援に最も必要な事項であり、かつ、高齢者のQOLを支える上で重要な援助である   

といえる。食事が楽しく．おいしく食べられることは，要介護高齢者のQOLの向上ばかりでなく，   

低栄養の予防に寄与する。   

摂取食事量の低下は，低栄罠の原因になる。この寅事量について，対象者から聞き取る。さらに，聞   

き取りによるこの頃自と，項自5による「食事の量」において客観的に判断した摂取量を比較するこ   

とで，食事量に関する主観的評価と，客観的評価の相違をプログラム作成の参考にする。  

④対象者の正確な状況を把握するために、聞き取り調査を行う際は回答を誘導しない配慮が必要である。   

4お口の健康状態はどうですか  

①介護職員等力て、対象者本人の主矧こ基づき、5段階の評価による回害を求める。お口の健康状態では   
単なる疾患や症状の有無ではなく、対象者が歯や□の中に苦痛や不自由などを抱いているかどうかの   

口腔の主観的な健康感を聞き取り該当する項目を選択する。  

②介護職員等が、対象者に対し聞き取り調査を行う。   

対象者からの聞き取り調査が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した善からの聞き取り調査を  

行う。  

1よい   

2まあよい   

3ふつう   

4あまりよくない   

5よ＜ない  

□や歯は調子が良い。□や歯のことで苦痛や不自由は感じていない。いつも□が  
さわやかで気持ちが良い等。  

口や歯はどららかといえば調子が良い。□や歯のことで苦痛や不自由はほとんど  

感じていない等。  

どららともいえない。時折不自由を感じることがあるカモ、調子がよいこともある  

等。  

□や歯は調子があまりよ＜ない。□や歯のことでしばしば苦痛や不自由を感じて  

いる等。□や歯のことでいつも弱い苦痛や不自由を感じている等。  
ロや歯は調子がよ＜ない。□や歯のことでいつも苦痛や不自由を感じている。□  
や歯のことでひどい苦痛や不自由がある。いつも□の中に不快感がある等。  

③利用者の0腔状態の主観的な健康感（満足感）は、今回の機能向上の教育や動議づけを実施する上で   

の重要な情報である。  

④対象者の正確な状況を把握するために、聞き取り調査を行う際は回答を誘導しない配慮が必要である。   

【食事・衛生等】  

1食事への意欲はありますか  
①介護職員等が、対象者の“食事への意欲”について、3段階の評価を行う。  

（85）   



②介護職員等が、日頃より観察した対象者の状態を評価する。  
1ある   ：食事を、積極的にしている   

2あまりない：周囲の声掛けなどの促しが必要   

3ない   ：食事に興味を示さない   

食事を、積極的にしているか、周囲の声掛けなどの促しが必要か、または食事に興味を示さないか等   
で評価する。   

対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き耳文り調査を行う。  
③要介護高齢者の‘■食事“に対する意欲は、食事環境（誰と何処で）さらに、口腔機能の低下による食   

形態の変化（軟食化など）などカモ影響する。“食事への意欲”の把握は、計画作成にあたり、根源を   

なす情報であり、その低下を認めた場合、疾患の有無または食事の環境整備などの検討が必要となる。  

④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   
る。   

2食事中や食後のむせ  

①介護職員等が、対象者の“食事中や食後のむピについて、3段階の評価を行う。  
②介護職員等が、日頃より観察した対象者の食事中や食後の状態を評価する。  

1ある   ：むせにより食事が中断してしまうことが多い   

2あまりない：時々むせが認められる   

3ない   ：特に認めない   

食事中や食後の状態を観察し、むせにより食事が中断してしまうことが多い場合、時々むせが認めら   
れる場合、特に認めない場合として評価を行う。   

対象者への直接評価力咽難な際は、家族など対象者の状況を把握した苦からの聞き取り調査を行う。  
③「むせ」は瞭下障害を推し量る最も重要な症状の1つである。日常食品のうら、お茶や味噌汁など、   

さらさらした液体はもっとも嘩下しに＜＜、むせやすい食品である。これは、液体を飲み込もうとし   

た時に、咽頭内に流入してくる液体に対して喉頭蓋の動きが遅れるため、喉頭や気管に流入してしま   

うためである。さらに「むせ」の出現は、食環境（食形態、食事姿勢など）の影響も受けやすく、口   
腔機能と食環境の整合性を総合的に評価できる。   
対象者への直接評価が周難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。  

④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   
る。むせを認めた環合、疾患（上気道感染等）等の有無の検討カモ必要となるため、医療との連携を十   
分に図る。   

3食事中の食べこぼし  

①介護職員等が、対象者の“食事中の食べこぼじ’について、3段階の評価を行う。  
②∩護職員等が、日頃より観察した対象者の状態を評価する。   

口唇閉鎖が十分でないと岨暗中に食べこぼしがみられる。ロ燕下の際に口唇閉鎖ができないと口腔内圧   

が適性に保たれずに飲みこみづらくなる。また、自食の際には、□に食事を運ぶ際の手と□の協調が   
うま＜とれずに食べこぼすことがある。記矢口機能に問題がある場合にも認められる。「手と□の協調」   

の診査の際にも考慮する。   
対象者への直接評価が国難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。  

③“食べこぼじ，の出現は口唇閉鎖機能の低下さらには疇下時の口腔陽圧形成不全のスクリーニングと   

して重要である。   
・田村文営，菊谷 武西脇恵子，榎本麗子．稲葉 繁，米山武義：要介護状態と口唇機能の関嵐日老医乱43，  
2006 掲載予定   

・伊野透子，田村文書，菊古 式，西脇恵子：食べこぼしに関する要因分析．老年歯学，20：202－207，2005  
④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の田常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   

る。   

4食事中や食後のタン（痍）のからみ  

①介護職員等が、対象者の“食事中や食後のタン（痍）のからみ”について、3段階の評価を行う。  

②介護職員等が、日頃より観察した対象者の状態を評価する。   

食事中や食後の、タンからみ書（ごろごろ書）、嘆声（声かすれ）の出現の頻度を評価する。   
対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。  
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③“タンの力、らみ”の出現は、上気道感染の一つのサインであるとともに、食事中での特異的な出現は   

□燕下機能低下のスクリーニングとして重要である．  

④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   

る。   

5食事の量  

①介護職員等が、対象者の“食事の量（残食量）”っいて、3段階の評価を行う。  

②介護職員等が、日頃より観察した対象者の状態を評価する。   

介護職などから情報提供をうけ、一定期間（例3日間）の食事の残食量を記載する。さらに昼食時な   

どを専門職が観察し、提供された情報との比較検討を行い評価する。   

対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。  

③食事量の変化と栄責状態には関係がある。   

入院時食事量記録の目的は加療中の栄責摂取状況の把握が主目的だが、本事業での当該項目の目的は、   

口腔機能と貴形態の適合を把握することが主目的である。   
・KlkutaniT，，TamuraF et．al．：Effects of c√alfurlCtkれaltraining for nutritlonallmprovementin elderly  

peoplerequiringlong－termCare．Ger∝】ontology，2006jnpress．  

④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   
る。好き嫌いが原因による残食等の一時的な残食については、利用者の全体的な状態を勘案して評価   

する必要がある。   

6口臭  

①介護職員等が、対象者の“口臭”について、3段階の評価を行う。  

②介護職員等が、日頃介護している際に対象者の“口臭”について他覚臭により評価する。可能な場合   
は、聞き取り調査を行う際に，普通に会話をおこなっている状態で（30cmぐらいの距離）評価を   
行う。   

対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書から、日頃の会話、食事介助、   
口腔清掃介助などの際、口臭の程度の聞き取り調査を行う。   

1ない：口臭を全くまたはほとんど感じない。   

2弱い：口臭はあるが、弱＜がまんできる程度。会話に差し支えない程度の弱い口臭。   

3強い：近づかなくても口臭を感じる。強い口臭があり、会話しに＜い。思わず息を止めたくなる。  
顔を背けたくなる等。  

③高齢者では、口腔清掃の自立度の低下に伴い、口臭が多く見られる。口臭の主な原因は、歯垢、食物   

残澄、舌苔等の汚れである。口臭は、本人にとっても不快であるだけではなく、介護の質を左右する   

といわれる程の影響を与えている。口腔清掃の指導・助言を通し、改善が期待できる。   
・AdachiM，IshiharaK，OkudaK．．etal：Theeffectofprofess了onaloralhealthcareontheelderlyllvlngin  

nurs弓nghomes，OralSurg，0ralMed，Oralpothol．0ralRadiol、Endα：1．、94：191r195、2002  

④評価を行う際、特定日での状況でな＜、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   
る。口臭の評価は，対象者に対してデリケートな面があるため、実地に当たって十分に配慮をする。   

7舌、歯、入れ歯などの汚れ  

①介護職員等が、対象者の“舌、歯、入れ歯などの汚れ”について、3段階の評価を行う。  

②介護職員等が、日常的な口腔清掃等の際における口腔内の観察等により、対象者の口腔内の清掃状態   

を舌，歯、義歯の汚れの量について全休的な量として評価する。   
評価については、サービス担当者から指導・助言や後述する様式例2－1、様式例2－2の衛生の写   

真（食物残藩、舌苔、義歯あるいは歯の汚れ）を参考にして評価する。   

対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。   

1ある ：多量の写真と同程度あるいはそれ以上。すぐに汚れがわかる程度   
2多少ある：多量の写真より少ない汚れがある。よくみると汚れがわかる程度。   

3ない ：よくみても汚れがわ力＼らない  

舌，歯、義歯の汚れの内、最も汚れているものの状態を3段階の評価とする。  

例：善一2、歯－2、入れ歯－3 → 評価3  

③要介護高齢者では、口腔内（舌、歯、入れ歯等）の汚れは、誤瞭性肺炎の原因となる。さらに多量の   

汚れの付着は口腔機能の低下を疑わせる現象であることなどより、関連職種における日常的な口腔内   

の汚れの観察は重要である。介護職が口腔内の汚れを評価することにより、基本的サービス時の介護  
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職の積極的な協働が促進される。  
④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   

る。対象者によっては、口腔内の観察に対して抵抗感がある場合が想定されるが、介護における関わ   

りの中で得られた情報で評価されても差し支えない。   

【その他】  

1今回のサービスなどで好ましい変化が認められたもの  

①介護職員等が、対象者に対し、今回のサービスなどで好ましい変化が認められたものについて評価を   

行う。  

②介護職員等が、対象者に対し、日頃より観察した対象者の状態の評価を評価し、変化が認められたも   

のの番号を記入する。対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの   
聞き取り調査を行う。  
1食事：食欲が増した。食事時間が適切になった。食事時の姿勢が良くなった。摂取する食物の種  

類や固さの幅が広がった。よ＜噛んで食べるようになった等。   

2会話：会話の量が増えた。楽しそうに会話するようになった。言葉が聞き取りやす＜なった。は  
っきりとした発音をしようと努力している等   

3笑顔：笑顔が増えた、表情が豊訓こなった等   

4その他：サービス利用期間中に認められた好ましい変化を（）内に記入する。  
例：口腔体操、唾液腺マッサージ、歯みがき等を自発的にしている。丁寧な歯みがきを心  

がけるようになった。自分の□の健康に興味を持つようになった。入れ歯を使うよう  
になった等。  

③口腔機能の向上プログラムの評価には、効果に関する利用者の主観的評価とともに介護者による客観   
的評価が重要である。さらに、介護職ガロ腔機能の向上に関連する好ましい変化を評価することによ   
り、基本的サービス時の介護職の積極的な協働が促進される。  

④評価を行う際、特定日での状況でな＜、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   

る。   

2生活意識の変化  

①介護職員等が、対象者に対し、今回のサービスなどで好ましい変化力闇められたものについて評価を   

行う。  

②介護職員等が、対象者に対し、日頃より観察した対象者の状態の評価を評価し、変化が認められたも   

のの番号を記入する。1及び2の場合は、変化の内容を（）に記入する。   
対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した着からの聞き取り調査を行う。  

1前進 ：元気になり活動量力て増加した。積極的になった。明る＜なった。自信を取り戻した等。   
2やや前進：やや元気になり活動量が増加した。やや積極的になった。やや明るくなった。やや自信  

を取り戻した等。   
3前進無し：特に前進が認められない。  

③口腔機能の向上プログラムの最終的な副票は、食のQOLの維持向上を図り、利用者の自立支援を行う   
ことである。口腔機能の向上による生活意識の変化に対する客観的評価を行うことは重要である。口   
腔機能の向上の影響を介護職が認識することは、口腔機能サービス利用終了後に、介護職が口腔機能   

の向上に関する働き力＼けを継続する誘因となる。  
④評価を行う際、特定日での状況でな＜、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   

る。  

式例2－Ⅰ、Ⅱ  

【衛生】  

1食物残蓮  

①歯科衛生士等が、専門的知識、技矧こ墨っき、対象者の口腔内の頬粘膜、口蓋などを観察し、“食物残   
蓮”の量の状況を3段階の評価を行う。  

②口腔内を観察し、食物残蓮の口腔内全体の量について、なし又は少邑（なレ少量で表記）、中程度、   
多量で評価を行う。   
観察は、食後に行うことが望ましい。  
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i、 iiの写真が「3多量」のイメージであり、要介護度がかなり高い者の場合は、iiiの号真のように   
極めて「多量」の汚れが存在することがある。  

③高齢者の口腔衛生状態は不良であっても自覚されに＜い。また、AD」の低下、旨忍知機能の低下に伴   
いセルフケアだけでは十分な清掃は難しい。そのため、食物残漕が多＜見られ、この傾向は口腔に   

麻痺などがある場合に害しくなる。口腔清掃の指導、助言を行うことで改善が期待できる。  

④義歯がある場合は装着した状態で行う。   

麻痛がある場合には、麻療側に多＜見られるため注意をする。   
評価は、定量的な評価のみを主眼とするのではなく、食物残蓮の蓋や付着状態等が対象者の口腔機能   
による問題である可能性がある力＼否かなど含め、専門的知喜臥技術に基づき評価も行う。   

2舌苔  

①歯科衛生士等が、利用者の舌を観察し、‘‘舌苔’’の量について3段階の評価を行う。  
②口腔内を観察し、声かけにより吉を前方に出してもらうなどして、舌   

苔が舌全体の量について、なし又は少量（なし・少量で表記）、中程度、   

多量で評価を行う。   

上の写真は「2中程度」、下の写真は「「3多量」のイメージである。  

③高齢者では、口腔乾燥、唾液の分泌の低下、服薬、口腔清掃の不良等   
により舌苔がみられる。舌苔は誤瞭性肺炎をはじめとする呼吸器感染   

症あるいは口臭の原因となり、また味覚にも変化をもたらすことがあ   

り、吉の清掃の指導・助言を行うことで、改善が期待できる。   
・Abe S，lshihara K，AdachiM，Okuda K：Oralhygbne evaluatlon fcr  
effectlve（yalcare盲n preventing pneumoniaindentateelderly．Arch  
GerontGeriat2005．inpress  

・菊谷 武、鈴木章、ほ力、：高齢入院患者における看背上のカンジタについて 摂  
取某形態，唾液分泌貴との関係．老年歯科医学、1998．13．23－28，  

④評価は、定量的な評価のみを主眼とするのではなく、舌苔の付毒状態   
が味覚障害などを引き起こす可能性があるほど問題であるか否かなど   

含め、専門的知識、技術に基づき評価も行う。舌機能の低下により舌   

の動きが悪い場合には、そのままの状態で評価を行っても差し支えな   

い。  

3義歯あるいは歯の汚れ  

①歯科衛生士等が、専門的知識、技術に基づき、対象者の口腔内の“義歯あるいは歯の汚れIIの状況を   

観察し、口腔衛生状態について3段階の評価を行う。  

②歯科衛生士等が、対象者の口腔内の清掃状態を評価する。   

日常的な口腔清掃等の際における口腔内の観察等により、対象者の口腔内の清掃状態を歯、入れ歯等   
を中心に評価する。   

写真は「2 中程度」のイメージである。   

対象者への直接評価が国難な際は、家族など対象者の状況を把握した着からの聞き耳又り調査を行う。  

③高齢者の場合には、ADLの低下や認知機能の低下に伴いセルフケアだけでは十分な口腔清掃は難しく   

なっている。口腔清掃状態の悪化に伴い、歯にこびりついた歯垢（デンタルプラーク）、清掃不良によ   

る義歯にこびりついたデンチャープラークは、義歯性口内炎や口臭等の歯科疾患の原因になるだけで   

はな＜、全身の抵抗力が低下している高齢者や要介護高齢者の場合には、誤喋性肺炎をはじめとする   
呼吸器感染症の原因となる。   

義歯や残存歯の清掃の指導・助言を行うことで口臭を予防し、また呼吸器感染症のリスクを低下させ   

ることができる。   
・AbeS，lshlhara K，Adach＝肌OkudaK：0ralhygieneevaluatlon foreffectiveoralcareln p「（∋Venting  
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pneumonialndentat8elderly．ArchGerontGer』t．2005．inpress  

④義歯がある場合は、義歯をはずし、その内面や維持装置等の周囲に付着しているデンチャープラーク   
や残存している歯の周囲に付着している歯垢の量の状況について全体的な量として評価する。   

4口腔衛生習慣（声かけの必要性）  

①歯科衛生士等が、利用者の口腔清掃を観察し、“口腔衛生習慣”とIl自発性”について3段階の評価   
を行う。  

②日常の一連の口腔清掃行為由観察（家族などからの情報も可）から、口腔清掃の指導の受け入れの状   
態をもとに、必要がない、必要有り、不可の3段階で評価する。   
それぞれの判定の内容例は以下の通り。  

1．必要がない：声かけをしな＜ても毎日自発的に歯や入れ歯を磨いている。   
2．必要有り：歯みがきの習慣がない。時々しか歯みがきしない。声力、けをしないと歯みがきをやら  

ない。   

3，不可：声かけに応じられない  

③高齢者、要介護高齢者の多＜lよ身体に何らかの障害や生活行為の低下があり、歯みがき行動などが   
自分でできない場合や自立性・習慣性が低下している場合が多い。これらのことから、本評価は、口   
腔清掃自立支援、習慣化を効率的に促すために、プログラム作成時に重要な情報となる。声力、けの必   
要性が認められた場合、その背景を明確に把握することが重要で、単なる生活習慣が原周の場合は対   
象者の口腔清掃を中心とした行動変容を促し、認知症、脳血管障害などが原因にある場合はその対応   

は異なってくる。  

④評価を行う際、特定日のみの状況だけでなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必   
要がある。認知症などの一部の対象者では、一見口腔清掃習慣は自立して見えるが、新規の指導の受   
け入れが行えないケースがあるので注意を要する。   

5口腔清掃の自立状況（支援の必要性） 様式例2－Ⅱのみ  
①歯科衛生士等が、利用者の口腔清掃を観察し、“口腔清掃の支援の必要性”について3段階の評価を行   

う。  

②口腔清掃行為の「歯みがき」「入れ歯の着脱・清掃」「うがし1」について、口腔清掃の支援の必要性の   
3項目が実施できているか否かを評価し、口腔清掃の自立状況について総合的な評価を行う。   
これらの項目については、「やっている」行為ではな＜、「できている」行為であるか否かを判断し、   
自発性や習慣性と実行性の両面から評価する。アセスメントにおいては、「歯みがき」「入れ歯の着脱・   
清掃」「うがし1」のうち、支援の必要性が高いものが何であるかを明確にできるよう評価する。  

※判定について（事例）  

・対象者の口腔清掃の自立状況例  

「歯みがき」は、歯みがき等はできるが、移動ができない  

「入れ歯の着脱・清掃」は、入れ歯を自分で菖脱できない  
「うがい」は、ぶ＜ノミミ＜うがいができている  

・対象者の口腔清掃の自立状況（支援の必要性）判定の考え方  

「歯みがき」   
「入れ歯の害脱，漕   

掃」   
「うがい」   判定結果  総合的な評価   

奥歯の裏側等磨きに くいところまで磨け  
1必要がない  

自分で十分でき  

ている   
き萬場  る   

磨きやすい部分（前歯  入れ歯をほとんどは  水をふ＜むだけでぶ  自分で＋分でき  

等）だけ磨いている  ずさない．  ない  

2一部必要       くぶくうがいができ ていない                歯みがきにかける時  入れ歯をほとんど麿  自分で行ったあ  

闇が短い（1分未満）  力＼ない、  と支援が必要   
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歯ブラシを□に入れ  
る力tあまり動かして  

いない。  
堕串請華等棟号草亭  
■1r㌣一 賦預華中串腐や移動  

かセき恵い  

木れ申を自分で昔睨 ’L戸ゝ  

3必要   
自分で歯みがきがで    で章毎い   

うがいができない   
介護者が主に行  

きない   入れ歯を自分で零け  ○  う必要がある  

ない  

・判定結果：3必要（3項目の内、最も支援の必要性が高い状態を3段階の評価とする。）   

③高齢者、要介護高齢者の多くは、身体に何らかの障害や生活行為の低下があり、歯みがき行動を行っ   

ていても、口腔機能の低下や誤8燕性肺炎を予防するレベルに達していない場合が多い。口腔清掃が自   

立とされている要介護高齢者の口腔清掃状況が、全介助の要介護高齢者の口腔清掃状況より悪いこと   

はしばしば観察される。口腔衛生指導に当たっては、支援の必要性を把握し、指導や援助のあり方を   
工夫する必要がある。さらに環境整備や指導・助言によりレベルアップの効果が期待できる。  

④家族や介護職等から利用者の日常生活状態について十矧こ情報を得る。ロの中をさわやかにし、食べ   
物の味を楽しむという「食のQOLの向上」のために行うという目的に留意する必要がある。   

6ここ1ケ月の発熱回数 様式倒2－Ⅱのみ  
（D歯科衛生士等が、肺炎等の既往を評価する目的で、簡便で一般的な感染症の症状である発熱について、   

ここ1か月間に37．8℃以上の発熱回数を調査する。  

②対象者又はその家族、介護職員等からの情報をもとに、体温が37．8℃以上の発熱の有無を確認し、   

その発熱回数を調査する。  

③誤嘩性肺炎の発症は口腔衛生状態さらに礁下機能と密接な関係があることが知られている。高齢者や   

要介護高齢者の場合には、セルフケアだけでは十分な口腔清掃は難しい。また、瞭下反射、咳反射の   

低下がみられることも多く、そのため、不顕性誤瞭を＜り返し、誤嘩性肺炎を発症する。口腔澤掃お   

よび摂食・瞭下機能訓練を行うことで、誤瞭性肺炎に罷るリスクを低下させることができる。   
・YoneyarTu，T．，Yoshida，M，，Matsui．T．，Sasaki，H．，OralCareWorkingGroup：Oralcareand  

Pneumonia．Lancet，354：515，1999．   

・足立三枝子，石原和幸．奥田克爾，石川達也：専門的口腔清掃は、特別養護老人ホーム要介護者の発熱を減らした，  

老年歯科医学，15（1）．2000．  

④感冒、インプル工ンザの流行時期は、評価に配慮が必要である。   

サービス利用者が適所を休んだ際の理由を確認するよう、事前に介護職員に依頼をする必要がある。   

発熱の背景として、対象者のADL、体力低下、対象者の平常体温が把握できる場合は、平常体温と   
の差が1℃以上の場合等も含め、総合的に判断しプログラム作成を行うことが重要である。また、口   

腔では腋裔に比べ0．2～0．5℃程度高めになるので注意する必要がある。   

【機能】  

1反復唾液瞭下テストの積算時間  

①歯科衛生士等が、反復唾液怖下テストに墨っき、1回目、2回目、3回自の囁下運動の惹起時間を測定   

する。  

②対象者を椅子に座らせ、「できるだけ何回も“コックゾとつばをのみ込むことを繰り返してくださ   

い」と指示し、飲み込んだ際の時間を回数に応じて記録してお＜。最大1分間観察して、1同日の飲み   

込みに要した時間、2回目に要した時間、3回目に要した時間を記録する。最大1分間観察して、3   
国夫満の場合、□の中が著しく乾燥している場合には、飲み込みが園難となるが、この場合には少量   
（1cc程度）の水を□の中に入れて評価しても良い。  

③反復唾液瞭下テストは30秒間に行える囁下回数を指標としているために、介入による惹起性の変化   

を捉えにくい。そこで、精算時問を記入することによって、庸下の惹起性を示すデータがスケールデ   
ータとして扱うことが出来る。また、疇下国数の測定のみでは僅かな機能改善が捉えること力てできな   

いことから、積算時間を測定することで評価することが、事前事後の評価では有効である。   
刊l口和代，才藤栄一，水野雅康，馬場 亀奥井美枝，鈴木美保（2000）機能的囁下障害スクリーニングテスト「反   
復唾液嘩下テスト」（the Repetitlve Sallva Svvallowing Test：RSST）の検討（1）正常値の検討．リハ医学  
37．378－382 
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・小口和代，才藤栄一，馬場 尊，楠戸正子．小野本営子（2000）機能的瞭下障害スクリーニングテスト「反復唾液  

峨下テスト」（theRepetitiv8SallvaSwallowingTest：RSST）の検討（2）妥当性の検討．IJハ医学37．383－388．  

④飲み込む際には喉頭（のどぽとけ）が約2横指（横にそろえて2本分＜らい：3から4センチ）分う   
えに持ち上がる。この評価の際には、のどぽけの動きを確認しながら行なう。評価者は指の腹を参加   

者ののどぽとけに軽く当てて、嘩下の際に十分に上方に持ら上がることを確認しながら評価する。ぴ   

＜ぴ＜とのどぼとけが動いている状態を1回と評価してはいけない。   

2オーラルディアドコキネシス  

①歯科衛生士等カモ、対象者に対し“ぽ’、“た”、‘廿’を発音させ、1秒間あたりの発音回数を測定す   

る。  

②唇や舌の動きの速度やリズムを評価する。きまった音を繰り返し、なるべ＜早＜発音させ、その数や   

リズムの良さを評価する。10秒間測定して、1秒間に換算する。必ず、息継ぎをしても良いことを   

伝える必要がある。発音された音を聞きながら、発音されるたびに評価者は紙にボールペンなどで点々   

を打って記録しておき、後からその数を数える。唇の動きを評価するには“ぽ’を、舌の   
前方の動きを評価するには“た”を、舌の後方の動きを評   

価するには“が’を用いる。  

③舌、口唇、軟口蓋などの運動の速度や巧緻性の評価につい   

て発音を用いて評価しようとするものである。  
・PortnoyRAAronsonAE．：Diadochokineticsyllablerateand  
regularityin normalandln spasticand ataxicdysarthric  
subjects， J Speech Hear Disord．1982 Aug：  
47（3）：324－8．   

・原田幸子．菊谷武寺由勇人∴大井照：高齢者生活機能改善指導  
事業参加者の口腔機能からみた効果的なポピュレーションアプロ  

ーチの対象について．障害者歯科26：3．51乙 2005．  

④最大努力下でのテストであることを理解しなければ，値が   

値＜なる。測定期間中に息継ぎをしていいことを伝える。  

3頬の膨らまし（空（から）15i＜ぶくうがい）  

①歯科衛生士等が、対象者に対し、頬の連続膨らましを指示し、その状態を評価する。  
②頬の膨らましの状態を、左石十分可能・やや不十分・不＋分で評価する。指示が入らない場合は、日   

常の（施設などでの）口腔清掃後のうがいなどの状況を参考に評価することも可能。  
③本評価はうがいテスト特にリンシンク（ぶくぶくう肌1）テストに準じた方法として行われる。頬の   

膨らましは、口唇を閉鎖し、舌の後方を持ら上げ、軟口蓋を下方に保ち（舌口蓋閉鎖）、口腔を咽頭   
と遮断することで行われる。本評価は、これらの関連器官の運動が正常であることのスクリーニング   
となり、頬の膨らましが不十分な揚合は、口唇の閉鎖機能が低下、軟口蓋や舌後方の動きの悪化が疑   
才コれる。  

④可能であれば、日常の（施設などでの）口腔清掃後のう力侶なども参考に評価することが望ましいが、   
評価として水を使用した観察は行わない。   

【その他】  

1今回のサービスなどの満足度  

①歯科衛生士等机対唇音に対し、聞き取り調査を行い、本人の主観に基づき5段階の評価による回答   
を求める。  

②歯科衛生±等が、対象者に対し、聞き官又り調査を行う。対象者からの聞き取り調査が困難な際は、家   
族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。  

③口腔機能の向上プログラムの最終的な自標は、食のQOLの維持向上を図り、利用者の自立支援を行う   
ことである。口腔機能の向上によるサービス等に対する客観的評価を行うことは重要である。口腔機   
能の向上の影響を歯科衛生士等が認言哉することは、口腔機能サービス利用終了後に、歯科衛生士等が   
口腔機能の向上のサービス内容を検討するに誘因となる。  

④対象者の正確な状況を把握するために、聞き耳実り調査を行う際は回害を誘導しない配慮が必要で  
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